
所沢市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める 

条例（素案）に対するご意見と市の考え方について 
 

 

 

「所沢市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例（素案）」について、

いただいたご意見の内容と、ご意見に立ちする市の考え方を公表します。 

皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

１ 募集概要 

(1) 募集期間 

令和７年１２月５日(金)から令和８年１月５日(月)まで 

 

(2) 受付方法 

電子メール、郵送、FAX、直接持参、電子申請 

 

 

２ 募集結果 

(1) 応募件数 

１名（電子申請） 

 

(2) 意見の件数 

１件 

 

 

 

 

令和８年１月２３日 

所沢市こども未来部こども政策課 

電話：０４－２９９８－９４１５ 

F A X：０４－２９９８－９０３５ 

電子メール：a9415@city.tokorozawa.lg.jp 



所沢市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例（素案）へのご意見と市の考え方 

No. 該当箇所 ご意見 市の考え方 

1 

一般原則に、暴

力団員及び暴力

団関係者でない

ことを独自に追

加することにつ

いて 

条例の制定にあたって、原則、国の基準と同様とする方針に、賛成します。 

また、暴力団員及び暴力団関係者が設置できないようにすることについても、もっともなことなので、賛

成します。 

一方、暴力団員及び暴力団関係者が設置できないようにすることは、所沢市の地域事情によるものでは

ないので、そもそも国の基準にないこと自体に疑問を感じます。おそれいりますが、国の基準に、暴力団員

及び暴力団関係者でないことが入っていない理由や背景をご確認していただけませんか？ 

もし、国の基準に含まれていない理由や背景が、他の法律等でカバーされているので、わざわざ国の基準

に入れる必要がないということであれば、所沢市の条例に追加する必要はないと思います。（正確に言え

ば、二重になるので、条例に追加しては、いけないと思います。） 

この部分については、条例に追加するのではなく、所沢市のホームページ等で告知案内する方法でご対応

いただくのが良いと考えます。 

 

もし、国の基準に含まれていない理由や背景が、単純な漏れであれば、所沢市の条例に、追加するととも

に、国に対して、今後、国の基準に追加をするように、所沢市から要望書を提出していただけませんか？ 

ご意見ありがとうございます。 

本市では、特定乳児等通園支援事業の実

施に当たり、こどもたちが安全・安心に利

用できる環境を提供することが大切であ

ると考えております。 

本市におけるこの事業から暴力団員及び

暴力団関係者を排除するためには、市が

条例によって定める運営基準にその趣旨

を規定する必要があるため、一般原則に

追加するものです。 

 


